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開口部 

段差がある場合は、階段 
・スロープを設けること。 

避
難
橋
、
避
難
用
タ
ラ
ッ
プ 

避難橋 
踏み面の最大幅以上 

降下空間 
踏み面から上方 
2.0m以上 

タラップの最大幅以上 
避難タラップ 

タラップの最大巾以上 

開口部 

1.8m以上 降 
下 

空 
間 

踏み面から 
上方2.0m 
以上 
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物が放置されないよう囲い等を設けること 

半径0.5m以上の円が内接 

0.75m以上 

ガ
ラ
ス
の
場
合
は
網
入
り
と
す
る
。

不
燃
材
料
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と 

 

避難階 

別添 避難器具専用室の構造等 

避難階段の上昇口が建築物 

内部の場合、専用室を設 

け、避難通路を設けること 

上昇口を外部に出られる部分に設ける場合 

上ぶたは180°開くものを除き、90°以上の角 

度で固定でき、何らかの操作をしなければ閉鎖

しないものであること 手がかり 

等が必要 非常照明が必要 

上昇口の上部が 

専用室の場合は 

上ぶた不要 

1.2m以上 

1.8m 
以上 

特定防火設備又は防火設備 
入り口は常時開けることができ、 
自動閉鎖機構付であること 地 階 


